
１ 当初予算（要求）額（千円）

２ 当初予算（決定）額（千円）

３ 事業概要
健康に関連づけることでその商品価値を生み出している健康食品等の一部には、医

薬品と誤解されるような効能効果を標ぼうするなど、薬事法等の関係法令に抵触する
事例がある。このような事例を未然に防止し、健康食品等を健康づくりに利用してい
る県民の安全確保を図るため、関係業者への指導と県民への知識普及を行う。

４ 施策の効果
（１）健康食品等に関して薬事法等関係法令の観点から不適正事例を未然に防止し,

これらを健康づくりに利用している県民の安全確保を図ることができる。

５ 要求の内容
①健康食品買い上げ検査の実施（２９９千円）

・県内に流通する健康食品を買い上げ、その製品の成分検査や表示内容を調査す
る。その結果、未承認医薬品に該当する場合には、製造業者や流通ルートの追跡
調査を行い市場からの完全排除に努める。

②健康食品等取扱事業者講習会の開催及び取扱マニュアルの作成（８６２千円）
・健康食品等の生産、販売者等を対象に講習会を開催し、また取扱マニュアルを
作成し、関係法令の周知徹底を図る。

③県民向け普及啓発資料の作成、配布（２５０千円）
・健康食品等を利用するときに知っておきたい知識等を内容とするリーフレットを
作成、配布し、県民への知識普及を図る。

６ 用語の解説
○健康食品・・・法的に定義された用語ではなく、一般には「普通の食品よりも健
康によいと称して売られている食品」を指しており、内容成分や形状、効能効果の
標ぼう等により薬事法で規定される医薬品とみなされる場合がある。
○関係法令・・・健康食品の取扱いに関しては、薬事法のほか食品衛生法、栄養改
善法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、農林物資の規格
化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）等が関与している。

７ 決定内容
決定額 １，４００千円
①健康食品買い上げ検査の実施（２９９千円）
②健康食品等取扱事業者講習会の開催及び取扱マニュアルの作成（８５１千円）
③県民向け普及啓発資料の作成、配布（２５０千円）
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（款）４ 衛生費 （項）５ 薬務水道費 （目）（２） 薬務費

（明細書事業名) ○薬事費
健康食品等対策推進事業

１，４１１

１，４００

（前年度 ６２０）

【財源内訳】 その他
1,400


